
マネスタ利用約款 

第1条 （趣旨） 

1．マネスタ利用約款（以下「本約款」という）は、株式会社リクルートマネジメントソリュー

ションズ（以下「乙」という）が提供するオンライン学習サービスであるマネスタ（付随す

るサービスも含めて、以下「本サービス」という）の利用者および利用を希望する者（以下

あわせて「甲」という）が本サービスを利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項

を定めたものである。 

2．本約款に規定する事項の他、乙が本サービスについて別途定める細則、運用ルールおよび乙

が甲に対し提示する注意事項等も本約款の一部を構成する。 

 

第2条 （本サービス） 

1．乙は、甲に対し、本サービスとして、乙の運営するオンライン学習サービスであるマネスタ

およびこれに付随するサービスを提供する。 

2．本サービスは、甲が法人であることを前提とするものであり、甲は、自己が法人であること

を保証する。 

3．乙は、本サービスの内容を随時変更（コンテンツおよび機能の追加および修正等を含むがこ

れらに限られない）することができる。 

 

第3条 （契約の成立） 

甲が、乙が別途定める申込書により乙に対して本サービスの利用を申し込み、乙が、乙の定める

取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをも

って、甲乙間に本サービスの利用に関する契約が成立する。 

 

第4条 （個別契約との関係） 

本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本約款の一部の適用を排除し、または

本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本約款に優先して適用

される。 

 

第5条（マネスタの利用） 

1．甲は、乙が別途定める期日までに、マネスタを利用する甲の従業員（受講者および管理者）

の氏名およびメールアドレス等の乙が別途定める事項を乙に通知する（甲が乙に通知した当

該従業員を、以下「ユーザー」という）。乙は、甲の通知事項に基づき、マネスタの利用開

始のための準備を行う。 

2．甲は、ユーザーがマネスタを利用できるよう、乙が別途定める推奨環境を満たす通信機器を

甲の費用と責任において用意する。 

3．乙は、ユーザーによるマネスタの利用状況を甲に報告する。報告方法および内容は乙が別途



定める。 

4．乙は、甲によるマネスタの利用開始日から利用終了日までの間、本約款に定める場合を除き、

ユーザーがマネスタにログインできる状態を維持する。 

 

第6条 （請求および支払い） 

1．乙は、受講者のマネスタ受講終了後、甲に対し、本サービスの利用料を消費税相当額ととも

に速やかに請求する。 

2．甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込

むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。 

3．本サービスの利用料は、甲が、契約期間の途中で本サービスの一部または全部の利用を終了

した場合および本サービスを利用しなかった場合であっても減額されない。ただし、乙が別

途定めるキャンセル規定に該当する場合はこれに従う。 

 

第7条 （知的財産権の帰属） 

本サービス（マネスタのコンテンツ、配布資料、マニュアル等を含むがこれらに限られない）に

関する著作権等の知的財産権（著作権法第２７条および第２８条に定める権利を含む）は、すべ

て乙または乙に使用許諾を行った第三者に帰属する。  

 

第8条 （禁止行為および甲の義務等） 

1．甲は、甲自らまたは甲以外の法人（甲の親会社、子会社、関係会社等を含む）もしくは個人

（以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という）をして、如何なる方法によっても、

本サービスに関し、複写、複製、転載、引用、配信（ネットワークに接続されたサーバへの

アップロードを含む）、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならな

い。 

2．甲は、ユーザー以外の者にマネスタを利用させてはならない。 

3．甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似したサービスを作成したり、

提供したりしてはならない。 

4．甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為または当該行為に該当す

る恐れのある行為をしてはならない。 

(1)乙または第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為 

(2)乙または第三者の財産、信用、プライバシー等を侵害する行為 

(3)個人情報（氏名、メールアドレス、住所、電話番号、その他プライベート情報を含むがこ

れらに限られない）を第三者に送信、開示等する行為 

(4)真偽を問わず、乙または第三者を誹謗中傷する行為 

(5)ウイルス、ハッキング、スパム行為等により本サービスの運営を妨害又は毀損する行為 

(6)おどし、名誉毀損、差別行為、政治活動、宗教活動、またはそれらに類する行為 



(7)粗暴性、残虐性または犯罪を誘発助長する行為 

(8)わいせつな情報等、本サービスの目的を逸脱する情報を送信、開示等する行為 

(9)勧誘活動または営業活動（アフィリエイト、営業目的サイトへのリンクを含むがこれらに

限られない）等の営利を目的とする行為 

(10)意図的に虚偽の情報または誤解を招く情報を送信、開示等する行為 

(11)本サービスの運営を妨げる行為、乙の信頼を毀損する行為または乙に不利益を与える行

為 

(12)公序良俗に反する行為、犯罪行為またはそれらと密接に関連する行為 

(13)法令違反行為またはそれらと密接に関連する行為 

(14)その他乙が本ページの目的に反し不適切または不適当であると判断する行為 

5．甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲

は、当該第三者に本約款における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙が別途定める手続き

に従い乙に申し出る。なお、乙は、当該第三者が本サービスの提供に支障を及ぼすまたは及

ぼすおそれがあると判断した場合、当該第三者の作業代行を認めない。 

6．甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該

事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を行う義務を負う。 

7．甲は、ユーザー、従業員または本条第５項に定める第三者（以下「ユーザー等」という）の

行為であることを理由に本約款に定める義務に関する責任を免れることはできず、乙は、ユ

ーザー等の行為を甲の行為とみなす。ユーザー等が本約款に定める義務に違反した場合、甲

は、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任を負う。 

 

第9条 （ＩＤ等の管理） 

1．甲およびユーザーは、マネスタにおいて用いる甲およびユーザーのＩＤおよびパスワード（以

下「ＩＤ等」という）を厳重に管理し、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。 

2．乙の責に帰すべからざる事由により、ＩＤ等が漏洩し、甲またはユーザーに損害が発生した

場合、乙はその責任を負わない。 

3．乙の責に帰すべからざる事由により、甲およびユーザー以外の者がＩＤ等を用いて本サービ

スの利用等を行った場合、乙は、当該利用等が甲によるものとみなす。 

 

第10条 （再委託） 

乙は、本約款における乙と同等の義務を負わせることにより、本サービスの一部または全部を第

三者に再委託することができる。ただし、乙の本約款における義務は、再委託によって何ら軽減

されるものではない。  

 

第11条 （機密情報の保持） 

1．甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供または利用に関して



知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはなら

ない。ただし、以下の各号の情報を除く。 

(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報 

(2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報 

(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報 

2．甲および乙は、法令の定めまたは裁判所、政府機関の命令等により機密情報の開示を義務づ

けられた場合、前項の定めにかかわらず、対象となる機密情報を開示できる。 

 

第12条 （個人情報の保護） 

乙が本サービスの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報

（以下「個人情報｣という）を機密として保持し、第１０条に定める場合を除き、甲の事前の承

諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用してはならない。また、

乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならな

い。なお、個人情報が前条第１項各号に該当する場合も、乙は、個人情報を機密として保持しな

ければならない。  

 

第13条 （データ等の利用） 

1．乙は、甲およびユーザーによる本サービスの利用に関するデータ（本サービスに関し送信ま

たは開示等したコメントおよび回答、マネスタの閲覧履歴ならびに利用履歴を含むがこれら

に限られない）を分析、解析した後、甲およびユーザーを識別、特定できないように加工、

集計した統計データ、属性情報等を作成し、当該統計データ、属性情報等を何らの制限なく

利用することができ、甲はこれを承諾する。なお、当該利用は、乙の顧客への提案および報

告、広報、宣伝、分析および研究ならびに乙の本サービスおよび新規サービスに関する検討

および開発のために行われる利用を含むが、これらに限られない。 

2．甲およびユーザーは、本サービスに関し送信または開示等したコメントおよび回答等（機密

情報および個人情報を除く）について、その送信または開示等をもって、乙に対して当該コ

メントおよび回答等を無償で自由に使用する権利（加工、抜粋、複製および公開する権利、

ならびに著作権法第２７条および第２８条に定める権利等を含むがこれらに限られない）を

許諾し、かつ、乙および乙が使用させる第三者に対して著作者人格権を行使しないことに同

意したものとする。 

 

第14条 （個人情報の保管および廃棄等） 

1．甲によるマネスタの利用終了日以降の個人情報の保管期間については、乙が内規にて別途定

める。 

2．乙は、前項に定める保管期間が終了した場合、速やかに個人情報の廃棄または削除もしくは



消去を行う。また、乙は、当該保管期間が終了する前に甲から個人情報の廃棄または削除も

しくは消去の依頼があった場合、対応について甲と協議の上、速やかに廃棄または削除もし

くは消去を行う。なお、個人情報の消去は、個人を識別不能とする処理を含む。 

 

第15条 （本サービスの提供の停止） 

1．乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、本サービスの提供を

一時的に停止することができる。 

(1)本サービスの保守または仕様の変更を行う場合 

(2)天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供が不可

能となり、またはそのおそれがある場合 

(3)乙が、その他やむを得ない事由により本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した

場合 

2．乙は、前項に定める本サービスの提供の停止が発生しても、何らの責任も負わない。 

 

第16条 （本サービスの利用の停止） 

1．乙は、甲が本約款に違反している疑いがある場合、甲の本サービスの全部または一部の利用

を停止することができる。 

2．乙は、ＩＤ等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ＩＤ等を変更するよう甲に求め、

また当該ＩＤ等の利用を一時的に停止することができる。 

3．乙は、前各項に定める本サービスの利用の停止が発生しても、何らの責任も負わない。 

 

第17条 （本約款の変更） 

1．乙は、甲の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することができる。  

2．変更後の本約款（以下「新約款」という）は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を乙

のホームページ上に表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したときのいずれか早いと

きより１ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。 

 

第18条 （権利義務の譲渡禁止） 

甲は、乙の事前の承諾なく、本約款に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に

供することはできない。  

 

第19条 （反社会的勢力の排除） 

甲は、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、

その他これらに準ずる者をいう）に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨

害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明する。かかる表明に違反した場合に



は、乙と交わした全契約の解除を異議なく受け入れる。 

 

第20条 （乙の損害賠償および免責） 

1．乙は、本サービスの提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客

観的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対してその直接かつ通常の損害を賠償する義務

を負う。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償金額の上限を該当する本サービ

スに関する支払い済みの利用料とし、賠償すべき期間を本サービスの利用後１年間に限る。 

2．乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。 

(1)本サービスの一部または全部が、日本以外の国または地域における法令、慣習等に抵触し

たことにより、甲に損害が生じた場合 

(2)甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登

録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合 

(3)甲またはユーザーが本サービスの内容に基づき行動しまたはしなかったことにより、甲ま

たはユーザーに損害が生じた場合 

(4)乙が本サービスにおいて通常要求される程度の合理的な措置を講じていたにもかかわら

ず、甲または第三者の責めに帰すべき事由（①ウイルスによるサーバダウン、システム障

害およびデータの流出・損壊、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データ

の流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、④甲の操作ミスによるデ

ータの流出・損壊および誤った情報の掲載ならびに⑤システム環境の変化による障害およ

び本サービスにかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限られない）により、甲に損害

が生じた場合 

(5)甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、甲の利用する回線の混雑、回線の障害、

機器の障害等により、甲が本サービスを利用できない場合 

(6)その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた

場合 

3．乙は、本サービスについて以下の各号のいずれも保証するものではなく、甲は自己の責任に

より本サービスを利用する。 

(1)本サービスの提供に不具合、エラー、障害が生じないこと 

(2)本サービスを通して得られる情報等が正確であること 

(3)本サービスを通じて提供される役務、情報等が甲の期待または甲が本サービスを利用する

目的に合致すること 

(4)本サービスを利用することによる効果および有用性 

 

第21条 （不可抗力） 

乙は、戦争、暴動、ストライキ、火災、天変地異、その他合理的支配を越える事由による本サー

ビスの停止、遅延等について、その責任を負わない。 



 

第22条 （契約の解除および甲の損害賠償） 

1．乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第３条に基づき成立した契約を解除す

ることができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じる。 

(1)本約款に違反したとき 

(2)乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき 

(3)支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき 

(4)公租公課を滞納したとき 

(5)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき 

(6)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき 

(7)信用に不安が生じたとき 

2．甲が本約款に違反して乙または第三者に損害を与えた場合、甲は、その損害を賠償する義務

を負う。 

 

第23条（分離条項） 

本約款に定めるいずれかの条項が管轄権のある裁判所により無効である旨判断された場合には、

かかる条項は、法律が許容する限りで、本来の条項の趣旨を最大限実現するように変更または解

釈され、また、本約款のその他の条項の効力には何らの影響を与えない。 

 

第24条（協議解決） 

甲および乙は、本約款に定めのない事項が生じた場合、または本契約の内容に疑義が生じた場合、

お互い誠意をもって協議し、その解決を図る。 

 

第25条 （準拠法および管轄） 

1．本約款の準拠法は、日本法とする。 

2．本約款に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審

の専属的管轄裁判所とする。 

 

第26条 （存続条項） 

第３条に基づき成立した契約につき、その期間が満了し又は解除された場合であっても、第７条

（知的財産権の帰属）、第８条（禁止行為および甲の義務等）、第１１条（機密情報の保持）、第

１２条（個人情報の保護）、 第１３条（データ等の利用）、第１４条 （個人情報の保管および廃

棄等）、第１７条 （本約款の変更）、第１８条（権利義務の譲渡禁止）、第１９条（反社会的勢力

の排除）、第２０条（乙の損害賠償および免責）、第２１条 （不可抗力）、第２２条（契約の解除

および甲の損害賠償）、第２３条（分離条項）、第２４条（協議解決）、第２５条（準拠法および

管轄）および本条の定めは、引き続きその効力を有する。 



以上 

 

2017年6月1日 制定 

2019年7月1日 改定 


